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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

１．きめ細かい障がい福祉サービス等の提供 

（１）情報提供の充実 

◆現状・課題◆ 

○障がい者が地域で生活していくうえで、福祉サービスなどの支援を自ら選び、活用していくため

には、障がい者に対する各種制度や生活に関する適切な情報提供等が必要となります。 

○障がい者に対して正しい情報を適切に伝えるためには、市の広報紙やホームページ等をはじめ多

様な媒体を通じ、きめ細やかな情報提供に努めることが必要となっています。 

○アンケート調査では、情報の取得や他者とのコミュニケーションを円滑に行うために必要だと思う

ことについて、「障がいの特性への理解啓発」「多様なコミュニケーション手段を利用するための

環境整備」が多く上げられており、障がい特性に応じた情報提供の一層の充実が求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 障がい福祉サービス等の情報提供 

内容 

●広報紙やホームページ、職員出前講座やリーフレットの配布などを通して、障が

い者に関する法律や制度、障がい福祉サービスや相談窓口について情報提供を

行います。 

●相談時や、障害者手帳の交付時に冊子「障がい者福祉サービスのご案内」等を活

用し、多様化する障がい福祉サービスや各種支援制度についてわかりやすい説

明を行います。 

●情報提供の内容を見直し、誰にでもわかりやすい表現にするなど、追加・改訂を

行い、情報提供の拡大を図ります。 

取組名 障がいの特性に応じた情報提供 

内容 

●意思疎通に困難がある人が情報を取得することができるよう、さまざまな障が

いの特性に応じた手段による情報提供を行います。 

●案内等の問い合わせ、申し込み先には、電話や FAX、メール等の複数の手段を

提示します。 

●印刷物の作成にあたっては、色覚多様性のある人に配慮した色使い（カラーユニ

方向性 

●障がい者本人の意思による選択や決定等を支援するため、福祉サービスなどの生活に必

要な情報をわかりやすく提供し、これを容易に取得できる環境を整えます。 

●国の「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」や「佐賀市手話言語の

普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例（通

称：障がいのある人もない人も 心つたわる条例）」の趣旨を踏まえ、障がいの特性に応じ

た情報提供に取り組みます。 

資料３ 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

バーサルデザイン）や、誰もが読みやすく、見やすいデザインが施された書体（ユ

ニバーサルデザインフォント）を使用します。また、文字を読むことが難しい人で

も印刷物の内容がわかるよう、点字化・音声化による情報提供に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（2）相談支援の充実  

◆現状・課題◆ 

○本市では、神埼市及び吉野ヶ里町と合同で、障がい者や家族からの相談に対応する「佐賀地区障

がい者総合相談窓口」を設置し、また、本庁舎内にこどもの発達支援に関する分かりやすい窓口

として、発達支援室に「発達相談窓口」や、高齢・障がい・子育て・生活困窮等の複雑化、複合化し

た課題について適切に連携する「福祉まるごと相談窓口」を設置して、相談への対応を行ってい

ます。 

○アンケート調査では、心配ごと、不安、悩みなどは、家族や友人に相談する割合が高く、また、相談

先がない人もおり、相談支援体制の整備とともに、相談窓口の一層の周知が必要です。 

○強度行動障がい、医療的ケア等、専門性の高い相談や、介護、障がい、子育て、生活困窮等の複合

的な相談に対応できる支援体制も必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 相談支援体制の充実 

内容 

●「佐賀地区障がい者総合相談窓口」や「発達相談窓口」、「福祉まるごと相談窓口」

など、障がい者や家族の相談窓口の周知を強化します。 

●強度行動障がいや医療的ケアが必要な人など、専門性の高い相談へ対応するた

めに、関係機関との連携を強化します。 

●難病患者や高次脳機能障がいへの相談については、「佐賀県難病相談支援セン

ター」や「佐賀県高次脳機能障害者相談支援センターぷらむ」などの関係機関と

の連携を強化します。 

●複合的な相談へ対応するため、「福祉まるごと相談窓口」をはじめ、障がい者が

普段利用している事業所、おたっしゃ本舗、地域の民生委員・児童委員等、本人

やその家族が関わる身近な関係機関等との連携を強化します。 

●地域の相談支援事業所が、課題や情報の共有、個別事例の検討を含め、相談支

援事業所の連携や相談支援専門員の資質向上を図ります。 

取組名 佐賀地区自立支援協議会の活動の強化 

方向性 

●障がい者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制の整

備を図ります。 

●多様な障がい等に対応できる相談支援体制の充実に努め、各種相談機関や専門機関と

連携した相談支援の推進に取り組みます。 

●重層的支援体制整備事業を活用し、複合的課題や困難事例への支援体制の整備の推進

に努めます。 

●自立支援協議会の活動により、関係機関の連携や相談支援体制の強化を図ります。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

内容 

●自立支援協議会において、障がいのある人等と医療・福祉・行政などの関係機関

が障がい者の地域生活上の課題を共有し、課題解決に向けた協議を通して、相

談支援機能の向上と連携強化を図ります。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（3）障がい福祉サービス等の充実 

◆現状・課題◆ 

〇障がい者が安心して日々の生活を送るためには、必要な福祉サービス等の支援を安定して受け

られることが重要です。 

○事業者についても、職員の確保が難しくなっており、業務の効率化に関する支援や、人材確保に

関する支援等が必要になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 障害福祉サービス等の充実 

内容 

●障がい者の安定した在宅生活を支援するため、居宅介護等の訪問系サービスの

充実を図ります。また、障がい者の社会参加を促進するため、行動援護、同行援

護、移動支援等の外出支援サービスの充実を図ります。 

●在宅の障がい者の日常生活や社会参加を支援するため、日常生活用具の給付や

自動車改造費助成等、さまざまな事業について、ニーズの把握に努め、必要に応

じて制度の見直し・改善等を図ります。 

●難病患者や医療的ケア児等を含め、医療と福祉の両方の支援が必要な人の在宅

生活への支援として、居宅介護による日々の生活支援や医療型の短期入所等の

福祉サービスの提供体制の確保・充実に努めます。 

●県の「重度障害者地域生活重点支援事業」を活用し、医療的ケア児等への日中一

時支援等を提供した福祉事業所に対し、運営経費の一部を補助することで、社

会資源の拡充を図ります。 

●強度行動障がいや医療的ケア等、専門的な支援が必要な人について、支援に関

する現状を把握し、支援体制の在り方を検討します。 

取組名 保健・医療・福祉と連携した支援の推進 

内容 

●本市では、神埼市及び吉野ヶ里町と共同で、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き

後」を見据え、障がい者が地域で安心して生活できるよう、居住支援のための機能

（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・対応、専門性、地域の体制づくりなど）を整備

する「地域生活支援拠点等の整備（ＴＯＭＯＩＫＩネット）」について、基幹相談支援セン

ターや事業所等と連携し、更なる充実を図ります。 

●障がい者の高齢化に伴う介護サービスへのスムーズな移行や各種調整を図るた

め、事業者やおたっしゃ本舗等の関係機関との連携を強化します。 

方向性 

●「佐賀市障害福祉計画・佐賀市障害児福祉計画」を策定し、障害福祉サービス等の必要量

を見込み、その確保のための取組を推進します。 

●安定したサービスの維持・供給、質の高いサービスを提供するために、人材の確保・育成・

定着を図り、社会資源の充実に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

●在宅での自立した生活を送ることができるよう、佐賀中部保健福祉事務所等と

連携して、個々のケースに応じた情報提供や関係機関へのつなぎを行います。 

●自立支援協議会を通じて、課題の洗い出しや、課題解決に向けたサービスの提

供体制の充実に向けた検討を進めます。また、地域のサービス基盤の整備を進

めるために、専門部会等の内容の充実を図ります。 

取組名 人材の確保と育成の推進 

内容 
●福祉人材の確保及びその定着について、関係機関による協議の場を設け、現状

の把握と課題の洗い出しや、具体的な取組内容、方向性等を検討します。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

2．障がい児の未来に向けた支援のしくみづくり 

（１）障がいの早期発見・早期発達支援の充実 

◆現状・課題◆ 

〇発達障がいに関する相談件数が年々増えており、相談体制の強化や保護者への支援の充実が求

められています。 

○自閉スペクトラム症等の発達障がいは、できる限り早期に気づき、適切な支援につなげていくこ

とが重要です。発達の遅れや偏りについて、乳幼児健康診査の受診や保育所（園）、幼稚園、認定

こども園、地域型保育施設（以下「保育所（園）等」という。）・学校等からの助言を通じて、適切な

支援につなげる体制の充実を図るとともに、保護者が前向きに子育てに取り組むことができるよ

う、発達支援の充実が必要になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 発達相談や乳幼児健康診査の実施 

内容 

●発達に関連した困りごとについて、発達支援室の「発達相談窓口」において公認

心理師や保健師が助言を行うとともに、必要に応じて、適切な支援につなげま

す。 

●幼児健康診査では、発達障がいの早期発見を目的に佐賀県独自の「二次問診

票」を用いたスクリーニングを行うとともに、保護者からの聞き取りや、こどもの

行動観察等を通じて、個別の支援が必要と思われるこどもを把握し、その後の

発達相談等、適切な支援につなげます。 

取組名 相談・乳幼児健康診査後のフォロー体制の充実 

内容 

●乳幼児健康相談や乳幼児健康診査、電話相談、訪問等の結果、ことばの遅れやし

つけ等に関して不安や悩みを持つ保護者を対象に、公認心理師や専門医、言語

聴覚士による個別相談を行うとともに、必要に応じて専門機関等へのつなぎを

行います。 

●かかりつけ小児科医と連絡票を活用した情報連携を行い、こどもの発達に関す

る保護者の不安や悩みについて、地域の身近なかかりつけ小児科でも気軽に相

談ができる体制づくりに努めます。 

取組名 保育・教育機関等との連携 

方向性 

●発達相談や乳幼児健康診査、また保育所（園）等や学校、かかりつけ小児科医等の連携に

より、発達の遅れや障がいに早期に気づき、発達支援に円滑につながる体制づくりに努

めます。 

●発達の遅れや偏りのあるこどもの保護者に対し、丁寧な情報提供や相談支援に努めると

ともに、円滑な発達支援や福祉サービスの利用につながる体制の構築に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

内容 

●集団生活の場である保育所（園）等の様子から、発達の遅れや偏りに気づき、発

達支援につながるケースも多いことから、特別支援教育相談員が保育所（園）等

を巡回し、特別な支援を必要とする児童の見取りを行い、適切な就学につなげ

ます。 

取組名 保護者等への支援の充実 

内容 

●障がい児等の日中における活動の場を確保し、また、家族の一時的な負担軽減

等を図るため、日中の一時預かりを実施します。 

●本市で独自に作成している「佐賀市こども発達支援ハンドブック」等を活用し、子

育てや発達に関する悩みの相談先等についての情報提供を推進するとともに、

発達障がい等に関する正しい理解の促進に取り組みます。 

●親子教室やペアレントトレーニング、子育て講演会などを開催し、こどもとの関

係づくりや発達を促すための関わり、また気になる行動への対処方法等につい

て学ぶ機会を提供します。 

●親の会などと連携し、障がいがあるこどもの保護者からピアサポートやカウンセ

リングが受けられる場や機会の情報を提供します。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（2）障がい児支援の推進 

◆現状・課題◆ 

○支援が必要なこどもが全国的に増加しており、本市でも児童発達支援や放課後等デイサービス、

障害児相談支援を中心に、障害児福祉サービスの利用者数の増加が顕著となっています。 

○周囲の適切な理解や支援を受けることで、自分らしく成長していけるよう、家族や就園・就学施設

と連携した、障がいの特性に応じた適切な関わり方や支援の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 適切な発達支援の提供 

内容 

●市直営の児童発達支援事業所「クラスルームといろ」において、自閉スペクトラム

症などの発達障がいと診断された未就学児を対象として、日常における基本的

な動作、集団生活への適応を目的として支援を行います。 

●児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所支援における専門的

な支援が必要と思われるこどもに対し、適切な発達支援の提供に努めます。ま

た、事業所と連携し、充分なサービス供給量と、サービスの質の確保に努めま

す。 

取組名 医療的ケア児等への支援の推進 

内容 

●日常生活を営むために医療を要する状態にある医療的ケア児等が、心身の状況

に応じた保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関連分野の支援が受けられる

よう、関連機関による協議の場を設置するとともに、医療的ケア児等に関するコ

ーディネーターの配置に取り組みます。 

取組名 保育所（園）等の受け入れ体制の充実 

内容 

●障がい児支援に関する知識及び経験、技術を有する発達支援アドバイザーが、特

別支援教育相談員と保育所（園）等を巡回し、一人ひとりのこどもの状況に応じ

た支援方法など、園生活を送る上での支援に関して助言や研修等を行います。 

●保育を必要とし、日々通園できる障がい児を保育所（園）、認定こども園、地域型

保育施設において受け入れます。また、障がい児教育のための人件費及び教育

管理に要する経費を幼稚園、認定こども園に補助します。 

取組名 切れ目のない支援体制づくりの推進 

方向性 

●障がい児や医療的ケア児等の保育所（園）等での受け入れ体制の整備や、児童発達支援

や放課後等デイサービスといった障害児福祉サービスの適切な提供に努めます。 

●多様化する障がい児支援のニーズにきめ細やかに対応できる体制の整備に努めます。ま

た、就学前から就学後・卒業後までを見据えた、ライフステージに応じた切れ目のない支

援の推進に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

内容 

●障がい児等が自立した生活を送れる姿を目指して、医療、教育、保育、労働、福

祉等の各分野の専門機関の有識者による協議を行い、ライフステージに応じた

切れ目のない支援体制の構築を進めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（3）一人ひとりに応じた教育の推進 

◆現状・課題◆ 

○こども一人ひとりの障がいや発達の状況に応じた特別支援教育の充実が求められます。 

○特別支援学校だけでなく、地域の特別支援学級・通級指導教室等についても、教員の質の向上や

在籍するこどもの増加に対応できる体制の整備が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 インクルーシブ教育の推進 

内容 

●障がいのあるこどもとないこどもが、同じ場で共に学ぶインクルーシブ教育の推

進に向けて、特別支援教育コーディネーター等の専門人材とも連携し、障がいの

あるこどもが通常学級等に在籍する際に必要な「合理的配慮」の提供に努めま

す。また、障がいのあるこどもとないこどもが、同じ学級に在籍する際に、お互

いの個性や強みを発揮できる機会の確保に努め、お互いに理解し認め合い支え

あう機運の醸成を図ります。 

取組名 特別支援教育の推進 

内容 

●本市では、「言語通級指導教室（ことばの通級）」「LD／ADHD 等通級指導教室

（まなびの通級）」の２つによる通級指導教室での支援に取り組んでいます。該当

する障がいのあるこどもが適切に利用できるよう、丁寧な情報提供や説明に努

めます。 

●小中学校に在籍する個別の支援が必要なこどもに対し、ニーズに合わせたきめ

細かな指導や支援が出来るよう「学校生活指導員」、「特別支援学級支援員」を配

置します。また、特別支援教育が必要なこどもに支援が行き届くよう、教育や特

別支援教育コーディネーター等の人材確保に努めます。 

●こどもの個性や能力を最大限に引き出せるよう、教育課程の編成や指導方法の

工夫・改善に努めます。また、保幼こ小中高と継続した支援が行えるよう、「個別

の教育支援計画」の作成を進めます。 

●特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担任、通級指導教室担当等の資

質向上のため、発達障がいの理解や支援、自立活動の指導、小中連携などにつ

いての研修を行います。 

取組名 就学相談支援の充実 

内容 

●障がいや疾病、発達に課題があるこどもが、一人ひとりの状況に応じて適切な

環境で教育が受けられるよう、教育相談（必要に応じて発達検査の実施）及び教

育支援委員会の協議を踏まえた就学相談を実施します。 

方向性 

●こどもの最善の利益を考え、一人ひとりにあった教育が推進されるよう、就学相談や特

別支援教育に取り組むとともに、障がいのあるこどもとないこどもが交流し共に学び合

うインクルーシブ教育の環境の充実に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

●「ひまわり相談室」において、発達障がいを理由に学校への適応に困っているこ

どもを対象とし、本人、保護者及び学校関係者を交えた相談業務を行うことによ

り、学校生活への適応を図ります。 

●特別支援学級等に就学するこどもの保護者の経済的負担を軽減するため、就学

に必要な経費（学用品費・給食費等）の一部を援助します。 

取組名 進路相談等の推進 

内容 

●小学校から中学校、中学校から高校等への進学の際に、特別支援教育コーディ

ネーター等の専門職と連携しながら一人ひとりの状況に応じた進路相談や適切

な助言を推進します。 

取組名 不登校への支援の推進 

内容 

●不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立にむけて、本市の教育支援センター

「くすの実」などを通じ居場所支援に取り組むとともに、「サポート相談員」が家

庭訪問等を行い、在籍校への復帰を支援します。 

●不登校の状態にある発達障がいのこどもに対し、県が実施する「フリースクール

SAGA」等の取組を通じて、在籍校への復帰を支援します。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

3．生きがいを持って働ける場づくり  

（１）就労に関する支援体制の充実 

◆現状・課題◆ 

○アンケート調査では、一般就労をしている人のうち、難病患者の半数以上が、また成人障がい者

の約４割が非正規雇用となっており、経済的自立に向けての大きな課題となっています。 

○障がい者が希望する就労のあり方はさまざまであり、その適正に応じて能力を十分に発揮するこ

とができるよう、多様な就労の機会を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 就労に関する相談支援 

内容 

●ハローワークや障害者就業・生活支援センター「ワーカーズ・佐賀」等の専門機関

等と連携した就労相談や職場定着への支援の充実に努めます。 

●障がい福祉課に就労支援相談員を配置し、一般就労が困難な障がい者の相談対

応を行います。 

取組名 学校等と連携した就職支援の推進 

内容 

●特別支援学校等と連携し、障がい児の職業能力の開発や向上を図るとともに、

職業体験や就職相談等の支援を推進します。 

●就労相談窓口等と高校との意見交換会を開催し、定期的に情報交換できる場の

設定を行います。 

●発達障がいについては、大学等の卒業後、就労して初めて課題や問題が顕在化

することも多いことから、就労に関して悩みを抱えた人が、適切に相談機関や支

援につながることができるよう、医療機関やハローワーク等とも連携した相談体

制の充実に取り組みます。 

取組名 就労系サービスの活用 

内容 
●重度の障がいがある人の就労機会の拡大、就労継続を支援するため、雇用施策

との連携による「重度障害者等就労支援特別事業」の実施を検討します。 

方向性 

●一般就労が困難な障がい者に対して、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練等を行うため、「就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）」の利用を推進していきます。 

●「就労選択支援」を活用し、本人の希望や能力、適性等に応じた就労方法を選択し、「就労

移行支援」の利用者数を確保しつつ、「就労定着支援」の活用により、就労に伴う生活面の

課題に対応し、就労の継続を支援します。 

●障害者就業・生活支援センター「ワーカーズ・佐賀」を中心に、関係機関と更に連携を図

り、新規就労や就労定着に向けた支援を継続するとともに、企業や事業所に対しても障

がいのある人の雇用の促進につながる情報提供や啓発活動の充実を図ります。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（2）一般就労への支援の連携 

◆現状・課題◆ 

〇アンケート調査では、障がい者が働くうえでの必要な条件について「周囲の理解がある」「自分の

障がいに合った仕事である」「障がいに配慮された環境整備である」等の回答が多くなっており、

就労の際の適正な仕事の割り振りや環境整備等を含めた理解・配慮に関するニーズの高さがう

かがえます。 

○佐賀県の民間企業の障害者雇用率は 2.76%（法定雇用率は 2.3%）であり、法定雇用率を達成

している企業の割合は 66.6%と全国でも上位にあります（いずれも令和 4 年（２０２２年）6 月 1

日現在）が、非正規雇用の問題等、課題も多い現状です。 

○企業等の障がい者雇用を促進するためには、事業主に対して、障がいや障がい者に対する理解を

深めてもらうための取組や、各種制度の一層の周知を図る必要があります。また、在宅勤務や時

短勤務等も含め、柔軟な働き方や、休みの取りやすさ等の配慮の普及が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 佐賀市における雇用の促進 

内容 

●本市における障がい者雇用について、「佐賀市障がい者活躍推進計画」に基づき

促進するとともに、障がいの特性に応じたサポートや合理的配慮による就労環

境の改善を図ることで、継続して働くことができるように取り組みます。 

●地方公共団体の法定雇用率（令和 4 年（２０２２年）6 月 1 日現在、2.6%）を達成

し続けるように努めます。 

取組名 雇用の拡大に向けた啓発等の推進 

内容 

●企業等に対して、障がい者雇用に関する広報・啓発を行います。 

●障がい者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用などの取組を通じて、事

業主の障がい者雇用への理解の促進を図ります。 

●障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（もにす制度）の情報

提供を推進し、認定事業主の社会的認知度を高め、中小事業主全体で障がい者

雇用の取組が進展するように努めます。 

取組名 関係機関との連携強化 

方向性 

●国県と連携し、障害者雇用率制度の円滑な実施に努めます。 

●ハローワークや障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携

し、トライアル雇用事業やジョブコーチ等の制度を活用しながら一般就労への移行を推進

します。 

●企業等に対して、障がい者雇用に関する広報・啓発や、各種制度の情報提供等を推進し、

障がい者雇用の拡大に努めます。また、障がいのある人が安心して働くことができるよ

う、就労における合理的配慮の普及に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

内容 

●働く意欲のある障がい者が、必要な段階で就労支援を受けることができるよう

障がい者本人やその家族等に対して、就業・生活支援センター等の専門機関の

周知を図るとともに、障がい者の就労に向けた知識や能力の向上等のために就

労系福祉サービスの利用を促進します。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（3）福祉的就労支援の充実 

◆現状・課題◆ 

○就労継続支援事業所については、Ａ型・Ｂ型ともに、利用者、事業所数及び工賃が増加傾向にあり

ますが、福祉的就労に係る工賃は未だに低い水準であるため、工賃の更なる向上が求められます。 

○障がいのある人の就労機会の創出や、生きがいづくりにもつながる仕事として、近年、障がいの

ある人が農業に従事する「農福連携」が注目されており、本市においても、関係課や農業従事者、

団体等と連携した取組の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 就労継続支援事業の利用の支援 

内容 

●就労支援相談員が、就労を希望する障がい者の相談に応じ、本人の希望に合っ

た事業所探しの支援を行います。 

●就労継続支援事業所の情報を収集し、相談者に適切な情報提供ができるように

努めます。 

取組名 工賃向上や物品調達に係る取組の推進 

内容 

●障害者就労施設で製作された製品を市役所や市のイベントなどで販売する機会

を設け、施設利用者の工賃向上を図ります。 

●障害者就労施設が製作する商品の開発や紹介、商品の販路確保などを支援しま

す。 

●「佐賀市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」によ

り、障害者就労施設等からの物品や役務の積極的な調達に努めます。 

取組名 農福連携の推進 

内容 

●農家の働き手不足と、障がいのある人の工賃向上を補い合うため、引き続き「農

福連携」を推進していきます。 

●農業にも取組むことで、多様な福祉的就労の場を確保します。 

 

  

方向性 

●就労支援相談員が、就労を希望する障がい者の相談に応じ、障がいの特性や程度などに

応じた就労を提案します。 

●一般企業への就労を希望する障がい者には、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行う就労移行支援事業等の利用を推進します。 

●障がいのある人が自信や生きがいを持って社会参加するための選択肢の１つとして、事

業所とも連携した「農福連携」の推進を図ります。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

4．多様な活動の振興・場づくり  

（１）文化・芸術活動やスポーツへの参加の促進 

◆現状・課題◆ 

○文化・芸術活動は、人々に心の豊かさや相互理解をもたらすものであり、絵画制作や音楽活動、

読書等、多様な文化活動ができる環境の充実が求められます。 

○スポーツについては、広く人々がスポーツに参画できる環境を整備し、障がい者スポーツの関心

を高め、裾野を広げていく必要があります。 

〇障がいのある人もない人も、ともに文化・芸術活動やスポーツに参加するためには、活動の場の

提供と活動への支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 文化・芸術活動の振興 

内容 

●障がいのある人が安全に楽しみながら文化芸術活動やスポーツ活動に参加でき

るように、指導者の育成、活動の場の整備、大会の開催及び参加支援などを行

います。 

●市や佐賀県、関係団体等によって開催される文化芸術・スポーツ等に関連するイ

ベントや講座について、広報紙やホームページなどの情報媒体を活用した情報

発信を推進します。また、障がい者の芸術文化活動の拠点である「佐賀県障がい

者芸術文化活動支援センター SANC」について情報提供し、障がいのある人の

文化芸術活動の振興を図ります。 

●視覚障がいのある人の読書環境の整備や交流の促進に向けて、「佐賀県立視覚

障害者情報・交流センター あい さが」に関する情報提供等を行います。 

●佐賀市立図書館においては、点字資料やマルチメディアデイジー図書、大活字本

等の収集や、対面朗読サービス、郵送・宅配による貸出サービス等、障がいの特

性から図書館の利用や読書が困難な人へのサービスの向上・充実に努めます。 

取組名 スポーツ・レクリエーション活動の振興 

内容 

●障がい者スポーツの実態把握に努め、佐賀県パラスポーツ大会や佐賀県障害者

スポーツ指導者協議会等と連携しながら、スポーツイベントや職員出前講座に障

がい者スポーツを積極的に導入する等、障がい者スポーツの促進を図ります。 

●県が推進する、誰もが気軽に楽しめるスポーツのユニバーサル化に取り組むた

め、関連する機関との協働、連携を図ります。 

方向性 

●障がいのある人の多様な個性や感性を表現する場を広げるために、絵画や音楽をはじめ

とした文化・芸術活動においても、参加や発表の機会の拡大に努めます。 

●市内のスポーツ団体や民間のスポーツクラブ等も含め、障がいのあるなしに関わらず、参

加・加入しやすい環境づくりや、参加に向けた情報発信の充実に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

●市内のスポーツ団体や民間のスポーツクラブ等も含め、障がいのあるなしに関

わらず参加しやすい環境づくりや、障がいのある人のスポーツ参加に向けた情

報発信の充実に努めます。 

●県パラスポーツ大会への参加を通して、スポーツが生活をより豊かにするという

視点に立ち、障がいのある人の社会参加、自立支援を促進していきます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（2）交流活動の振興 

◆現状・課題◆ 

○共生社会の実現のためには、障がいのあるなしに関わらず、地域住民が互いを理解・尊重し合い、

さまざまな活動に参画していくことが必要です。 

〇アンケート調査では、当事者や家族が共通の話題で意見交換をしたり、悩みを相談し合う交流の

場を求める意見が多くありました。 

○障がい者が交流活動を行うためには、身体活動やコミュニケーションを支援するボランティアの

参画も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 当事者間の交流活動の振興 

内容 ●障がい者等が気軽に立ち寄って交流できる機会の充実に努めます。 

取組名 地域との交流活動の振興 

内容 

●障がいのある人との交流の場を設ける等、障がいへの理解を深めるための積極

的な取組を実施します。 

●「障害者週間（毎年１２月３日～９日）」等の機会を捉え、障がいの理解の促進につ

ながる情報提供や、障がい者によるアート展、交流イベント等の開催を推進しま

す。 

取組名 介助者・家族等の交流活動の振興 

内容 ●介助者・家族等が悩みを共有し、相談し合える交流の機会の充実に努めます。 

取組名 市民活動団体等との協働の仕組みづくり 

内容 

●市民活動団体等の障がい者支援活動への参画や活動基盤の強化を図るため、

「佐賀市市民活動プラザ」や「佐賀市市民活動応援制度（チカラット）」で支援を行

い、団体等が行う公益的な活動が充実することで暮らしやすいまちの実現を目

指します。 

 

  

方向性 

●障がい者や介助者・家族、地域住民が、互いに交流できる機会や場の充実を図ります。 

●障がい者が地域の行事へ積極的に参加できるように、介助や意思疎通等に関するボラン

ティアの参画に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

5．安全・安心な住まいとまちづくり  

（１）住まいの整備 

◆現状・課題◆ 

〇本市では、これまで相談支援体制の整備とともに、ホームヘルプ等の訪問系サービスや、日中活

動の場の充実、グループホームなどの住まいの場の確保といったサービスの充実を図ってきまし

た。しかし、施設入所者等の地域移行を含め、重度障がいや医療的ケア等の多様なニーズに対応

できる環境整備が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 市営住宅の供給 

内容 
●市営住宅については、バリアフリーの視点に立った施設整備に努めます。 

●障がい者世帯については、優先入居で応募できます。 

取組名 グループホームの充実 

内容 

●地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場であるグループ

ホームについて、重度障がい者等の個別ニーズにも対応できるよう、支援に努

めます。 

取組名 住宅改修等への支援の推進 

内容 
●重度の障がい者が、住宅の段差を解消する等の住環境の改善に対して、住宅改

修費の一部について、引き続き助成を行います。 

 

  

方向性 

●障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、市営住宅の活用や、

グループホームの供給の拡大、また住宅改修への適切な助成を推進します。 

●公共施設や道路等においてバリアフリー及びユニバーサルデザインの視点を取り入れた

整備を進め、障がいのある人が安心して快適に暮らせるまちづくりに努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（2）バリアフリー化の推進 

◆現状・課題◆ 

○障がいのある人が、安全で快適な暮らしを実現するためには、公共施設や道路等において、誰も

が利用しやすいユニバーサルデザインの視点や、アクセシビリティへの配慮が必要です。 

○アンケート調査では、移動する際に不便や困難を感じることとして、「障がい者用の駐車場が少な

い」「歩道や公共施設に階段や段差が多い」などの意見が多くありました。 

〇公共施設や道路等における段差の解消をはじめ、スロープや視覚障がい者誘導用ブロックの設

置等、障がい者の視点に立った施設環境を整えていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 公共施設等のバリアフリー化の推進 

内容 

●市有施設については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー法）」や「佐賀県福祉のまちづくり条例」、「佐賀市バリアフリー整

備マニュアル」に基づいて整備を行います。 

●民間建築物のうち、不特定多数の人が利用する病院やスーパー等の新築・改築・

大規模改修の場合は、「バリアフリー法」及び「佐賀県福祉のまちづくり条例」に

基づき協力をお願いします。 

取組名 交通環境の整備 

内容 

●「バリアフリー法」や「佐賀県福祉のまちづくり条例」、「佐賀市バリアフリー整備

マニュアル」に基づき、国、県、関係機関と連携し、交通事業者への啓発や、補助

制度活用の働きかけを行い、公共交通ターミナルや公共交通機関等のバリアフ

リー化を推進します。 

●「佐賀県パーキングパーミット制度」の普及に努め、障がい者や難病患者等で歩

行が困難な人が利用する障がい者用駐車場の適正利用を図ります。 

●障がい者の外出を支援し、歩行時の安全を確保するため、誘導ブロックの整備、

歩道の段差解消や歩車道の分離を進めるなど、障がいの特性に配慮した歩行環

境を整えます。 

●国等の補助制度を活用し、車両の更新時等に積極的にノンステップバスを導入

します。 

取組名 ユニバーサルデザインの推進 

方向性 

●公共施設や道路等においてバリアフリー及びユニバーサルデザインの視点を取り入れた

整備を進め、障がいのある人が安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

●小中学校等の教育現場においても、ユニバーサルデザインを取り入れ、誰もが過ごしやす

く学びやすい環境の整備や、心のバリアフリー教育に取り組みます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

内容 

●公共施設や道路等におけるバリアフリー及びユニバーサルデザインを推進する

とともに、地域や学校と連携して、「誰もがわかりやすい」生活のユニバーサルデ

ザイン化に向けた啓発に取り組みます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（3）防災・防犯対策の推進 

◆現状・課題◆ 

○近年、地震や大雨等の自然災害が全国的に頻発しており、避難支援体制の充実や、障がいに配慮

された、安心して避難できる避難所の整備が求められます。 

○災害時の情報提供については、多様な媒体の選択と確実な情報伝達が求められています。 

○防犯対策については、障がい者が消費者トラブルに巻き込まれたり、気づかないうちに特殊詐欺

等に加担していたという事例もあり、障がい者の防犯教育や啓発、見守り等の一層の充実が求め

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 災害時の避難支援体制の整備 

内容 

●災害発生時における障がい者等の安全かつ的確な避難のため、地域等と連携

し、「避難行動要支援者名簿」への登録を推進するとともに、一人ひとりの状況

に応じた具体的な避難計画である「個別避難計画」の策定や避難支援員の確保

に努めます。 

●障がいのある人の地域防災訓練への参加を促すことで、障がいのある人とない

人の相互理解を深めるとともに、自治会等に対し、防災訓練等の際に障がいの

ある人の参加が可能となるよう、呼びかけや配慮の充実を図ります。 

取組名 事前の防災対策の推進 

内容 

●市の総合防災訓練等の実施時に、要配慮者の訓練を取り入れるとともに、障が

い者の防災訓練への参加を促進します。 

●障がい等の理由により情報の取得に困難がある人に対して、電話又は FAX で

緊急情報を配信する災害時緊急情報配信サービス「さがん電話・さがん FAX」の

周知を推進し、利活用を促進します。 

取組名 障がいに配慮した避難所運営の充実 

内容 

●災害の状況に応じ、障がい者等に配慮した福祉避難所の確保に努めるととも

に、一般の避難所においては、福祉避難室（スペース）の確保に努めます。 

●障がいのある人が安心して避難生活を送ることができるよう、事業所等とも連

携し、仕切りや個室、また障がいに配慮したトイレなどが整備された、障がいの

ある人に配慮した福祉避難所の充実に努めます。 

方向性 

●災害時の避難に支援を必要とする障がい者が、安全かつ適切に避難できるよう、情報伝

達手段の充実や、地域と連携した避難支援体制の整備に努めるとともに、福祉的配慮の

整った福祉避難所の検討を進め、安心して過ごせる避難所の充実に努めます。 

●障がい者が、犯罪や消費者トラブルに巻き込まれることがないよう、事業者や地域と連

携した相談・通報体制の強化に努めます。 



24 

音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

取組名 犯罪被害の防止に向けた取組の推進 

内容 

●特にインターネットや SNS を通じた被害が多いとされており、学校や事業者、金

融機関等の店舗と連携して、早期に異変に気付き、声掛けや相談から被害を未

然に防止できる体制の充実に取り組みます。 

●詐欺や窃盗等の犯罪について、障がいのある人が被害者にも加害者にもならな

いよう、広報・啓発また見守り・相談体制の充実に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

6．わかりあえるまちづくり  

（１）支え合える地域づくりの推進 

◆現状・課題◆ 

○障がいのあるなしに関わらず、地域でともに支え合いながら暮らしていくためには、地域住民の

障がいに対する理解が重要です。しかし、アンケート調査では、知的障がいや精神障がいなど、外

見からわかりにくい障がいを中心に、理解不足による差別や偏見、疎外感を感じる人がいる現状

がうかがえます。 

○互いが理解し支え合える社会の実現に向けて、障がいのある人の地域活動への参加の促進と、学

校と連携した福祉教育の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 地域における見守り・支え合いの推進 

内容 

●民生委員・児童委員等とも連携し、見守り体制の充実に努めます。 

●援助や配慮を必要とすることを知らせる「ヘルプマーク」の周知・啓発に努めま

す。 

取組名 地域活動への参加促進 

内容 

●障がいへの正しい理解や合理的配慮の提供等について、広報・啓発に努めます。 

●互いに役割を持ち、支え合いながら生活できるよう、障がい者の地域活動への

参加促進に努めます。 

●障がいのある人が、地域活動や社会参加の機会などが確保されるよう、障がい

の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に取り組みます。 

取組名 福祉教育の推進 

内容 

●総合的な学習の時間などに、障がいについて専門的な知識を有する人材や当事

者を招いて体験しながら学ぶ場を設ける等、障がいや障がい者への理解（心の

バリアフリー）を推進します。 

●障がいの「社会モデル」の考え方を踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障がい

に対する理解の促進や、ユニバーサルデザインを取り入れた環境整備、障がいの

あるこどもとないこどもが互いに交流したり通常学級で共に学ぶインクルーシブ

方向性 

●障がいへの理解・啓発に関する取組を推進します。 

●障がいのあるこどもとないこどもが交流し共に学び合うインクルーシブ教育や、福祉教育

の充実等を推進することで、互いに認め合い支え合える機運を醸成していきます。 

●小中学校等の教育現場において、ユニバーサルデザインを取り入れた環境整備や授業づ

くりに取り組み、児童生徒の支え合いの心の醸成を図ります。 

●意思疎通に困難のある障がい者について、円滑なコミュニケーションを図るための環境

整備に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

教育の在り方に関する情報収集また検討を行い、実践します。 

●市の主催講座や職員出前講座、また市報・ホームページ等を通じて、障がいや障

がい者についての理解を深める福祉教育を推進します。 

  



27 

音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（2）意見・意思尊重の推進 

◆現状・課題◆ 

○意思疎通の困難さから、多くの障がい者が、日常生活や社会生活において、必要な情報の取得や

他者とのコミュニケーションに隔たりが生じ、不便や不安を感じながら生活している現状がありま

す。 

〇本市では、令和５年（２０２３年）４月に「佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュ

ニケーション手段の利用の促進に関する条例（通称：障がいのある人もない人も 心つたわる条

例）」を施行しました。全ての市民が互いに尊重し合い、障がいの特性に応じた手段で意思や感情

を伝えることで、人と人とのつながりが生まれ、お互いを理解することができるよう、施策の推進

が求められます。 

〇自ら意思を決定することが困難な障がい者が、本人の意思を尊重した生活を送ることができるよ

うに、意思決定への支援が必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 意思疎通・意思決定支援の推進 

内容 

●さまざまな媒体を活用し、障がいの特性に応じた情報発信に努めます。 

●多様なコミュニケーション手段（手話、要約筆記、点字、絵やイラスト、音声文字変

換アプリ等）について環境整備に努め、障がいのある人とない人が互いの意思

や意見を伝えあい、尊重し合う機運の醸成を図ります。 

●障がいのある人とのコミュニケーションを専門的に支援する手話奉仕員・要約筆

記者について、市内の福祉団体とも連携し、養成講座の受講者数の確保や計画

的な養成に努めます。 

●意思決定支援において、研修等を活用し、職員の知識・技術の向上に努めます。 

 

  

方向性 

●市民や事業者の協力を得ながら、障がい者が、個々の障がいの特性に応じたコミュニケ

ーション手段を利用できる環境整備に努めます。 

●「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を活用し、意思決定のプ

ロセスや方法の工夫、意思疎通への配慮等、可能な限り支援を行い、障がい者の意思を

尊重した質の高いサービスが提供できるよう支援に努めます。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

（３）権利擁護・虐待防止の推進 

◆現状・課題◆ 

○差別や偏見、疎外感について、アンケート調査では、知的障がいや精神障がいなど「外見からわか

りにくい障がい」がある人を中心に、依然として「感じる」という人が多数いる現状がうかがえま

す。障がいのある人への差別や偏見は、学校生活や就労にも影響を与えている可能性があり、市

民だけでなく、学校や事業者とも連携した障がいへの理解促進が求められます。 

〇アンケート調査で、差別や偏見、疎外感を感じた時に「だれにも相談していない」人の割合が高か

ったことから、障がいを理由とする差別に関する相談が、本市にも可能であること等について、

市民への情報提供及び周知の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取組 

取組名 障がいを理由とする差別解消の推進 

内容 

●「障害者差別解消法」の趣旨等について市民の関心と理解を深めるため、効果的

な広報・啓発を図ります。 

●「職員対応要領」等を活用しながら、市職員の資質向上を図り、さまざまな場面

で適切な配慮が行えるように努めます。 

●障がいを理由とする差別に関する相談について、適切な対応に努めます。 

●令和６年（２０２４年）４月から「合理的配慮の提供」が民間事業者も義務化するの

に際し、事業者への周知・啓発に努めます。 

取組名 権利擁護に係る制度の周知の推進 

内容 

●障がい等により判断能力が十分でない人に変わって、財産管理や身上保護等を

行う「成年後見制度」の周知・活用を図ります。 

●身寄りがない等の理由で成年後見審判の申し立てをする人がいない場合には、

市長が本人に代わって審判の申し立てを行い、また成年後見人等の報酬を負担

することが困難な人に対し、報酬を助成します。 

●佐賀市成年後見センターが行う成年後見制度の相談および佐賀市社会福祉協

議会が行う金銭管理サービス等の「福祉サービス利用援助事業（あんしんサポー

ト）」について周知・活用を図ります。 

取組名 虐待の防止に向けた取組の推進 

方向性 

●知的障がいや精神障がい、難病等を含めて、障がいへの正しい理解の促進に向けた広

報・啓発に努めるとともに、学校における福祉教育の推進を図ります。 

●障害福祉サービスの提供事業所や佐賀地区障がい者権利支援センター等の専門機関と

も連携しながら、障がいのある人の権利擁護・虐待防止対策の充実を図ります。 
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音声コード挿入箇所
（奇数ページ） 

音声コード挿入箇所
（偶数ページ） 

内容 

●障がい者虐待の早期発見のため、市民に対して障害者虐待防止法に定められる

通報義務や「佐賀地区障がい者権利支援センター」等の周知を図ります。 

●「佐賀地区障がい者権利支援センター」とも連携しながら、障がい者虐待の通報

等への迅速かつ適正な対応に努めます。 

●虐待の未然防止や早期解決等に向け、庁内外を問わず関係機関との連携を強化

します。 

●虐待に関する困難事案の対応について、佐賀県弁護士会及び佐賀県社会福祉士

会とも連携し、助言等を受けながら協議検討を行います。 

取組名 権利擁護に関する広報・啓発の推進 

 

●手話が独自の言語であって、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために受け

継いできた文化的所産であると認識されるべきものであることの普及・啓発を

推進します。 

●市内の商業施設や飲食店の利用時、また、アパートやグループホームへの入居の

際など、身体障がい者の日常生活の充実と社会参加を推進するため、広く身体

障害者補助犬制度（盲導犬、介助犬、聴導犬）の周知・理解促進を図り、利用の拡

大、利便性の向上につなげます。 

 

 


